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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
表

紙 

  （⾚枠を修正） 表

紙 

   

  
ま

え

が

き 

上から

20 ⾏⽬ 

 当協会では、本書を⾜場の組⽴等作業主任

者技能講習⽤教材として、・・・ 

・・・た⾜場等からの墜落防⽌対策等が強化

されたことから今般改訂を⾏っております。 

 

 

 

 

 

 本書により・・・ 

 

 平成 27 年７⽉ 

ま

え

が

き 

上から

20 ⾏⽬ 

 当協会では、本書を⾜場の組⽴て等作業主

任者技能講習⽤教材として、・・・ 

た⾜場等からの墜落防⽌対策等が強化されま

した。 

 また、令和５年３⽉の労働安全衛⽣規則の

⼀部改正では、①⼀側⾜場の使⽤範囲の明確

化、②⾜場点検時の点検者の指名、③⾜場組

⽴て後等の点検者の⽒名の記録、保存が義務

化されました。 

 本書により・・・ 

 

 令和６年２⽉ 

  

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 

2 
 
 

（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
⽬

次 

 （⾚枠を修正） ⽬

次 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
⽬

次 

 （⾚枠を修正） ⽬

次 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
⽬

次 

 （⾚枠を修正） ⽬

次 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
⽬

次 

 （⾚枠を修正） ⽬

次 

  

  

1 上から

3 ⾏⽬ 

・・・⾶来落下物災害、倒壊・崩壊災害、揚

重機械災害等を伴う危険性の・・・ 

1 上から

3 ⾏⽬ 

・・・⾶来・落下災害、倒壊・崩壊災害、建

設機械・クレーン災害等を伴う危険性の・・・ 

4 上から 

12 ⾏⽬ 

（２）作業現場及び周辺の状況が・・・ 

・・・の作業計画書をまとめ、これらについ

て⾃社の⼯事責任者と事前に打合せを⾏い、

関係作業者に周知を図っておく。 

（３）元請業者の⼯事責任者に作業計画書を

提出し、承認を求める。 

 
 
図 1-4 仕事内容の把握 

4 上から 

12 ⾏⽬ 

（２）作業現場及び周辺の状況が・・・ 

・・・の作業計画書をまとめ、これらについ

て事前に打合せを⾏い、関係作業者に周知を

図っておく。 

（３）⼯事責任者に作業計画書を提出し、承

認を求める。 

 

 

図 1-4 仕事内容の把握、確認 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
5 上から 

2 ⾏⽬ 

（1）作業者に対し、作業場所、作業内容、作

業⼯程及び作業⼿順をできるだけ組⽴図等を

⽤いて説明し、安全に作業を⾏うにあたって

の注意事項を指⽰する。 

 

 

 

（2）作業者の配置に際しては、経験の度合い

等を⼗分に把握し、熟練者と経験の浅い者の

組み合わせ⼜は役割分担を決める。 

 

（3）危険防⽌のため関係者以外の⽴⼊りを禁

⽌する柵、囲い及び安全標識を設置する。 

（４）作業⼯程打ち合わせの内容を確認し、

作業者に対しては現地での安全ミーティング 

で危険場所、危険作業とその安全対策を説明

し理解させる。 

5 上から 

2 ⾏⽬ 

（1）作業者に対し、作業場所、作業内容、作

業⼯程及び作業⼿順（作業⼿順書）をでき 

るだけ組⽴図等を⽤いて説明し、安全に作業

を⾏うにあたっての注意事項を指⽰する。 

（作業⼿順作成時には、リスクアセスメント

を⾏った結果に基づくリスク低減措置を 

盛り込む。） 

（2）作業者の配置に際しては、経験の度合い、

年齢、健康状態等を⼗分に把握し、熟練 

者と経験の浅い者の組み合わせ、役割分担を

決める。 

（3）危険区域内の⽴⼊禁⽌の柵等、囲い及び

安全標識の有無を確認する。 

（4）作業主任者は前⽇の作業⼯程打合せで、

打合せた事項を職⻑から説明を受け、作業 

者に対し、毎朝の安全ミーティングで作業の

危険場所、危険作業とその安全対策を作 

業場所において説明し、納得させる。 

5 図 1-5 （⾚枠を修正） 5 図 1-5  

  

6 下から 

4 ⾏⽬ 

（4）⾶来落下物対策 

 ① ⾜場の組⽴て、解体作業の際、部材を

⾜場上に仮置きする場所及び⽅法を

よく考え、荷崩れ及び⾶来落下物によ

る災害等が発⽣しないよう注意する。 

6 下から 

4 ⾏⽬ 

（4）⾶来・落下物対策 

 ① ⾜場の組⽴て、解体作業の際、部材を

⾜場上に仮置きする場所及び⽅法を

よく考え、荷崩れ及び⾶来・落下災害

等が発⽣しないよう注意する。 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
7 上から 

1 ⾏⽬ 

・・・点検し、不要なものは地上に下ろす。 

（5）⽴⼊禁⽌措置 

 ⾜場の組⽴て、解体⼜は変更の作業では、

作業中に⾶来落下物が地上に落下した場合の

範囲を想定し、適切な位置に⽴⼊禁⽌防護柵

等を設け、かつ、⽴⼊禁⽌の表⽰を⾏う。 

 

（6）⾜場部材の上げ下ろし時の注意事項 

  ③ ⾜場部材をブロック化し、上げ下ろ

しするときは⾶来落下の危険性が⾼

いので、⾜場上に仮置きした部材の結

束等を⾏う。 

7 上から 

1 ⾏⽬ 

・・・点検し、不要なものは撤去する。 

（5）⽴⼊禁⽌措置 

 ⾜場の組⽴て、解体⼜は変更の作業では、

作業中に⾶来落下物が地上に落下した場合の

範囲を想定し、適切な区域に⽴⼊禁⽌防護柵

等を設け、かつ、⽴⼊禁⽌の表⽰を⾏う。 

  

（６）⾜場部材の上げ下ろし時の注意事項 

  （削除） 

 

7 上から 

15 ⾏⽬ 

（7）作業者の不安全⾏動への監視 

 作業者の不安全⾏動、作業⽤設備の不安全

状態、作業⽅法の誤り等にも気を配り、不適

切な場合にはその場で是正指⽰する。 

7 上から 

13 ⾏⽬ 

（7）作業者の不安全⾏動等への監視 

 作業者の不安全⾏動、作業⽤設備の不安全

状態、作業⽅法の誤り等の発⾒に努め、不適

切な場合にはその場で是正指⽰する。 

8 上から 

2 ⾏⽬ 

（2）本体⼯事の進⾏に伴い、⾜場の組⽴て等

の作業計画の変更が必要になったときは速や

かに⼯事責任者に変更の理由を申し⽴て、変

更の承認を受ける。 

（3）⾜場の作業計画の変更が決定した場合、

⾜場の組⽴て等の作業者にその計画の変更内

容を連絡し、作業を開始する前に作業⽅法を

指⽰する。 

7 下から 

2 ⾏⽬ 

（2）本体⼯事の進⾏に伴い、⾜場の組⽴て等

の作業計画の変更が必要になったときは速や

かに⼯事責任者に計画変更内容について、承

認を受ける。 

（3）⾜場の組⽴て等の作業者にその計画の変

更内容を連絡し、現場等において作業⽅法を

指⽰する。 

9 上から 

4 ⾏⽬ 

・・・被害を拡⼤させてしまう恐れがあるの

で注意する。 

9 上から 

2 ⾏⽬ 

・・・被害を拡⼤させてしまうおそれがある

ので注意する。 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
9 上から 

6 ⾏⽬ 

 平成 27 年７⽉施⾏の労働安全衛⽣規則の

⼀部改正により、作業主任者の選任の対象で

ない 2m以上〜 5m未満の構造の⾜場の組⽴

て、解体⼜は変更の作業において、事業者は

次の措置を講じなければならない。 

・・・ 

① ・・・従事する労働者に周知・・・。 

② ・・・関係労働者以外の労働者の⽴⼊り

を・・・ 

④ ・・・墜落による労働者の危険を・・・ 

 ロ ・・・かつ、労働者に安全帯を・・・。 

⑤ ・・・つり袋等を労働者に使⽤・・・ 

 

 労働者は、⾜場材の緊結、取り外し、・・・ 

9 上から 

4 ⾏⽬ 

 作業主任者の選任の対象でない 2m 以上〜 

5m 未満の構造の⾜場の組⽴て、解体⼜は変

更の作業において、事業者は次の措置を講じ

なければならない。 

 

・・・ 

① ・・・従事する作業者に周知・・・ 

② ・・・関係作業者以外の作業者の⽴⼊り

を・・・ 

④ ・・・墜落による作業者の危険を・・・ 

 ロ ・・・かつ、作業者に安全帯を・・・ 

⑤ ・・・つり袋等を作業者に使⽤・・・ 

 

 作業者は、⾜場材の緊結、取り外し、・・・ 

10 下から 

5 ⾏⽬ 

（3）墜落により労働者に危険を及ぼすおそれ

のある箇所には、・・・ 

10 下から 

5 ⾏⽬ 

（3）墜落により作業者に危険を及ぼすおそれ

のある箇所には、・・・ 

11 上から 

7 ⾏⽬ 

・・・防網を張り、労働者に安全帯を使⽤さ

せる等墜落による労働者の危険を防⽌するた

めの措置を講じたときはこの限りでない。 

11 上から 

7 ⾏⽬ 

・・・防網を張り、作業者に安全帯を使⽤さ

せる等墜落による作業者の危険を防⽌するた

めの措置を講じたときはこの限りでない。 

11 図 2-1 ③作業床の端には、⾼さ 90cm 以上の⼿すり

および⾼さ 35cm 以上 50cm以下の桟を設け

る。 

11 図 2-1 ③作業床の端には、⾼さ 90cm 以上の⼿すり

及び⾼さ35cm以上50cm以下の桟を設ける。 

13 表 2-1 （⾚枠を修正） 13 表 2-1  
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
15 ページ 

下部 

注）・・・建設会社などで、合計三百数⼗社で

構成されています。 

15 ページ 

下部 

注）・・・建設会社など、約 500 社で構成さ

れています。 

18 上から 

1 ⾏⽬ 

 作業主任者は、元請の⼯事責任者が作成し

た総合仮設設計画図、⾜場の組⽴図等に基

づ・・・ 

18 上から 

1 ⾏⽬ 

 作業主任者は、元請の⼯事責任者が作成し

た総合仮設計画図、⾜場の組⽴図等に基づ・・・ 

42 上から 

6 ⾏⽬ 

・・・本⾜場、棚⾜場として現在最も多く使

⽤されている。 

・・・する。わく組⾜場の組⽴ての例を図 4-

1 に⽰す。 

42 上から 

6 ⾏⽬ 

・・・本⾜場、棚⾜場として現在多く使⽤さ

れている。 

・・・する。（荷重計算に基づき許容⽀持⼒以

下で使⽤する。）わく組⾜場の組⽴ての例を図 

4-1 に⽰す。 

43 表 4-1 注）建わくの幅の（ ）内⼨法はインチサイ

ズの建わくの幅を⽰す。 

43 表 4-1 ※建わくの幅の（ ）内⼨法はインチサイズ

の建わくの幅を⽰す。 

44 表 4-2 （表組を差し替え） 44 表 4-2  

 
 

49 図 4-9 （図 4-9を削除） 

（図 4-10 を図 4-9に、図 4-10 を追加） 

49 図 4-9  

 
 

50 上から 

3 ⾏⽬ 

・・・踏み⾯の⼤きさが 180㎜以上で、蹴上

げが等間隔の階段わくを使⽤する（図 4-11 参

照）。 

50 上から 

3 ⾏⽬ 

・・・踏み⾯の⼤きさが 180㎜以上（（⼀社）

仮設⼯業会の認定基準より）で、蹴上げが等

間隔の階段わくを使⽤する（図 4-11 参照）。 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
73 図 2-33 （差し替え） 73 図 2-33  

  

74 上から 

2 ⾏⽬ 

 ３層３〜５スパンのブロックを地組みする

場合、・・・ 

74 上から 

2 ⾏⽬ 

 ２層３〜５スパンのブロックを地組みする

場合、・・・ 

82 上から 

6 ⾏⽬ 

・・・わく組⾜場を点検することが必要であ

る。異常を認めたときは直ちに補修しなけれ

ばならないとされている（図 4-33 参照）。 

 また、元⽅事業者等の注⽂者は、わく組⾜

場の組⽴て、変更及び地震や悪天候後に請負

⼈の労働者に⾜場を使⽤させるときは、⾜場

における作業を開始する前に安衛則第 655条

第１項第２号に基づき、わく組⾜場を点検す

ることが必要である。異常を認めたときは直

ちに補修しなければならないとされている。 

82 上から 

6 ⾏⽬ 

・・・わく組⾜場の点検者を指名して、点検

させ、異常を認めたときは直ちに補修しなけ

ればならない（図 4-33 参照）。 

 また、元⽅事業者等の注⽂者は、わく組⾜

場の組⽴て、変更及び地震や悪天候後に請負

⼈の作業者に⾜場を使⽤させるときは、⾜場

における作業を開始する前に安衛則第 655条

第１項第２号に基づき、わく組⾜場の点検者

を指名して点検させる。危険のおそれがある

ときは修理しなければならない。 

83 上から 

3 ⾏⽬ 

・・・これによれば、点検表を⽤いて⾏うよ

うにし、⾜場の点検について、事業者は、労

働安全衛⽣法第 19 条の２に基づく⾜場の組

⽴て等作業主任者能⼒向上教育を受講してい

る等⼗分な知識、経験を有する者を点検者と

して指名することとされている。点検者は点

検結果を⼯事責任者⼜は事業者に報告し、そ

の記録を保存する。 

83 上から 

3 ⾏⽬ 

・・・これによれば、点検表※を⽤いて⾏うよ

うにし、⾜場の点検について、事業者は、労

働安全衛⽣法第 19 条の２に基づく⾜場の組

⽴て等作業主任者能⼒向上教育を受講してい

る等⼗分な知識、経験を有する者を点検者と

して指名すること。点検者は点検結果を⼯事

責任者⼜は事業者に報告する。注⽂者（元⽅

事業者）は請け負ったすべての仕事が終了す

るまでの間、記録を保存する。 
83 ページ 

下部 

（⽂章追加） 83 ページ 

下部 

※点検表については、⾜場の組⽴て後等安全

点検表〈建災防統⼀⾜場点検表〉を参照のこ

と。 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
101 上から 

16 ⾏⽬ 

・・・安衛則第 567条第２項に基づき⾜場を

点検することが必要である。異常を認めたと

きは直ちに補修しなければならないとされて

いる。 

 また、・・・安衛則第 655条第１項第２号に

基づき、単管⾜場を点検することが必要であ

る。異常を認めたときは直ちに補修しなけれ

ばならないとされている。 

 ⾜場の点検事項と着眼点の⼀例を⽰すと表

4-19のとおりである。 

 なお、・・・点検者として指名することとさ

れている。点検者は点検結果を⼯事責任者⼜

は事業者に報告し、その記録を保存する。 

101 上から 

16 ⾏⽬ 

・・・安衛則第 567条第２項に基づき⾜場の

点検者を指名して点検させ、異常を認めたと

きは直ちに補修しなければならない。 

 また、・・・安衛則第 655条第１項第２号に

基づき、単管⾜場の点検者を指名して点検さ

せ、危険のおそれがあるときは修理しなけれ

ばならない。 

 ⾜場の点検事項と着眼点の⼀例を⽰すと表

4-19のとおりである。 

 なお、・・・点検者として指名すること。点

検者は点検結果を⼯事責任者⼜は事業者に報

告する。注⽂者（元⽅事業者）は、請け負っ

たすべての仕事が終了するまでの間、記録を

保存する。 

101 ページ 

下部 

（⽂章追加） 101 ページ 

下部 

※点検表については、⾜場の組⽴て後等安全

点検表〈建災防統⼀⾜場点検表〉を参照のこ

と。 

103 ページ 

下部 

（⽂章追加） 103 ページ 

下部 

※注 幅１メートル以上の場所で本足場の使  

用を原則義務化（令和６年４月１日施

行）。 

   厚⽣労働省の通達では、幅１メートル

未満でも可能な限り本⾜場の使⽤が望

ましいとされている。 

109 下から 

2 ⾏⽬ 

・・・5.5ｍ以下とされているが、⼀般社団法

⼈仮設⼯業会では、ブラケット⼀側⾜場につ

いては、・・・ 

109 下から 

2 ⾏⽬ 

・・・5.5ｍ以下とされているが、（⼀社）仮設

⼯業会では、ブラケット⼀側⾜場につ 

いては、・・・ 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
111 上から 

10 ⾏⽬ 

・・・に安衛則第 567条第２項に基づき、⾜

場を点検することが必要である。異常を認め

たときは直ちに補修しなければならないとさ

れている。 

 また、元⽅事業者等の注⽂者は、ブラケッ

ト⼀側⾜場の組⽴て、⼀部の解体もしくは変

更の後及び地震や悪天候後に請負⼈の労働者

に⾜場を使⽤させるときは、⾜場における作

業を開始する前に安衛則第 655条第１項第２

号に基づき、ブラケット⼀側⾜場を点検する

ことが必要である。異常を認めたときは直ち

に補修しなければならないとされている。 

 ⾜場の点検事項と着眼点の⼀例を⽰すと、

表 4-21 のとおりである。 

 なお、この点検に際しては、厚⽣労働省安

全衛⽣部⻑通達において「⾜場の安全点検の

確実な実施」が定められている。これによれ

ば点検表を⽤いて⾏うようにし、⾜場の点検

について、事業者は、労働安全衛⽣法第 19 条

の２に基づく⾜場の組⽴て等作業主任者能⼒

向上教育を受講している等⼗分な知識・経験

を有する者を点検者として指名することとさ

れている。点検者は、点検結果を⼯事責任者

⼜は事業者に報告し、その記録を保存する。 

111 上から 

10 ⾏⽬ 

・・・に安衛則第 567条第２項に基づき、⾜

場の点検者を指名して点検させ、異常を認め

たときは直ちに補修しなければならない。 

 また、元⽅事業者等の注⽂者は、ブラケッ

ト⼀側⾜場の組⽴て、⼀部の解体もしくは変

更の後及び地震や悪天候後に請負⼈の作業者

に⾜場を使⽤させるときは、⾜場における作

業を開始する前に安衛則第 655条第１項第２

号に基づき、ブラケット⼀側⾜場の点検者を

指名して点検させ、危険のおそれがあるとき

は修理しなければならない。 

 

 ⾜場の点検事項と着眼点の⼀例を⽰すと、

表 4-21 のとおりである。 

 なお、この点検に際しては、厚⽣労働省安

全衛⽣部⻑通達において「⾜場の安全点検の

確実な実施」が定められている。これによれ

ば点検表※を⽤いて⾏うようにし、⾜場の点

検について、事業者は、労働安全衛⽣法第 19

条の２に基づく⾜場の組⽴て等作業主任者能

⼒向上教育を受講している等⼗分な知識・経

験を有する者を点検者として指名すること。

点検者は、点検結果を⼯事責任者⼜は事業者

に報告すること。注⽂者（元⽅事業者）は、

請け負ったすべての仕事が終了するまでの

間、記録を保存することとされている。 

111 ページ 

下部 

（⽂章追加） 111 ページ 

下部 

※点検表については、⾜場の組⽴て後等安全

点検表〈建災防統⼀⾜場点検表〉を参照の

こと。 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
113  （ページ追加） 113   

※ページ追加により P113〜198 までページ番号を変更 

※この新旧対照表の⽬次修正部分を参照 

 
124 下から 

1 ⾏⽬ 

③ ・・・踏⾯は、18cm以上とする。 125 下から 

1 ⾏⽬ 

③ ・・・踏⾯は、18cm以上（（⼀社）仮設

⼯業会の認定基準より）とする。 

127 図 4-81 （⾚枠を修正） 128 図 4-81  
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
132 上から 

3 ⾏⽬ 

・・・安衛則第 567条第２項に基づき、⾜場

を点検することが必要である。異常を認めた

ときは直ちに補修しなければならないとされ

ている。 

 また、元⽅事業者等の注⽂者は、くさび緊

結式⾜場の組⽴て、⼀部の解体もしくは変更

の後及び地震や悪天候後に請負⼈の労働者に

⾜場を使⽤させるときは、⾜場における作業

を開始する前に安衛則第 655条第１項第２号

に基づき、くさび緊結式⾜場⾜場を点検する

ことが必要である。異常を認めたときは直ち

に補修しなければならないとされている。 

 ⾜場の点検事項と着眼点の⼀例を⽰すと表

4-25 のとおりである。 

 なお、この点検に際しては、厚⽣労働省安

全衛⽣部⻑通達において「⾜場等の安全点検

の確実な実施」が定められている。これによ

れば、点検表を⽤いて⾏うようにし、⾜場の

点検について事業者は、労働安全衛⽣法第 19

条の２に基づく⾜場の組⽴て等作業主任者能

⼒向上教育を受講している等⼗分な知識・経

験を有する者を点検者として指名することと

されている。点検者は、点検結果を⼯事責任

者⼜は事業者に報告し、その記録を保存する。 

 

 ①  ⾜場の組⽴て完了後は、作業主任者が

点検を⾏うとともに、元請の現場管理者

等が⾜場の完成検査を⾏い、⾜場の安全

性と作業性を確認する。 

133 上から 

3 ⾏⽬ 

・・・安衛則第 567条第２項に基づき、⾜場

の点検者を指名して点検させ、異常を認めた

ときは直ちに補修しなければならない。 

 

 また、元⽅事業者等の注⽂者は、くさび緊

結式⾜場の組⽴て、⼀部の解体もしくは変更

の後及び地震や悪天候後に請負⼈の作業者に

⾜場を使⽤させるときは、⾜場における作業

を開始する前に安衛則第 655条第１項第２号

に基づき、くさび緊結式⾜場⾜場の点検者を

指名して点検させ、危険のおそれがあるとき

は修理しなければならない。 

 ⾜場の点検事項と着眼点の⼀例を⽰すと表

4-25 のとおりである。 

 なお、この点検に際しては、厚⽣労働省安

全衛⽣部⻑通達において「⾜場等の安全点検

の確実な実施」が定められている。これによ

れば、点検表※を⽤いて⾏うようにし、⾜場

の点検について事業者は、労働安全衛⽣法第

19 条の２に基づく⾜場の組⽴て等作業主任

者能⼒向上教育を受講している等⼗分な知

識・経験を有する者を点検者として指名する

こと。点検者は、点検結果を⼯事責任者⼜は

事業者に報告する。注⽂者（元⽅事業者）は、

請け負ったすべての仕事が終了するまでの

間、記録を保存する。 

 ①  組⽴てた⾜場の完了後は、作業主任者

が点検を⾏うとともに、元請の現場管理

者等が⾜場の完成検査を⾏い、⾜場の安

全性と作業性を確認する。 

132 ページ 

下部 

（⽂章追加） 133 ページ 

下部 

※点検表については、⾜場の組⽴て後等安全

点検表〈建災防統⼀⾜場点検表〉を参照のこ

と。 

150 上から 

4 ⾏⽬ 

・・・の項を参照のこと。また、表 4-28 に主

な点検事項の⼀例を⽰す。 

151 上から 

4 ⾏⽬ 

・・・の項を参照のこと。安衛則第 567条第

２項及び安衛則第 655条第１項第２号に基づ

き、⾜場の点検者を指名して点検させること。

また、表 4-28 に主な点検事項の⼀例を⽰す。 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
150 ページ 

下部 

（⽂章追加） 151 ページ 

下部 

※点検表については、⾜場の組⽴て後等安全

点検表〈建災防統⼀⾜場点検表〉を参照のこ

と。 
155 下から 

3 ⾏⽬ 

・・・安衛則第 567条第２項に基づき、⾜場

を点検することが必要である。異常を認めた

ときには直ちに補修しなければならないとさ

れている。 

156 下から 

3 ⾏⽬ 

・・・安衛則第 567条第２項に基づき、⾜場

の点検者を指名して点検させ、異常を認めた

ときには直ちに補修しなければならない。 

156 上から 

3 ⾏⽬ 

・・・及び地震や悪天候後に請負⼈の労働者

に⾜場を使⽤させるときは、⾜場における作

業を開始する前に安衛則第 655条第１項第２

号に基づき、張出し⾜場を点検することが必

要である。異常を認めたときは直ちに補修し

なければならないとされている。 

 ⾜場の点検事項と着眼点の⼀例を⽰すと表

4-30 のとおりである。 

 なお、この点検に際しては、厚⽣労働省安

全衛⽣部⻑通達において「⾜場等の安全点検

の確実な実施」が定められている。これによ

れば点検表を⽤いて⾏うようにし、⾜場の点

検について当事者は、労働安全衛⽣法第 19条

の２に基づく⾜場の組⽴て等作業主任者能⼒

向上教育を受講している等⼗分な知識・経験

を有する者を点検者として指名することとさ

れている。点検者は、点検結果を⼯事責任者

⼜は事業者に報告し、その結果を記録する。 

157 上から 

2 ⾏⽬ 

・・・及び地震や悪天候後に請負⼈の作業者

に⾜場を使⽤させるときは、⾜場における作

業を開始する前に安衛則第 655条第１項第２

号に基づき、張出し⾜場の点検者を指名して

点検させ、危険のおそれがあるときは、速や

かに修理しなければならない。 

 ⾜場の点検事項と着眼点の⼀例を⽰すと表

4-30 のとおりである。 

 なお、この点検に際しては、厚⽣労働省安

全衛⽣部⻑通達において「⾜場等の安全点検

の確実な実施」が定められている。これによ

れば点検表※を⽤いて⾏うようにし、⾜場の

点検について当事者は、労働安全衛⽣法第 19

条の２に基づく⾜場の組⽴て等作業主任者能

⼒向上教育を受講している等⼗分な知識・経

験を有する者を点検者として指名すること。

点検者は、点検結果を⼯事責任者⼜は事業者

に報告する。注⽂者（元⽅事業者）は、請け

負ったすべての仕事が終了するまでの間、記

録を保存する。 
156 ページ 

下部 

（⽂章追加） 157 ページ 

下部 

※点検表については、⾜場の組⽴て後等安全

点検表〈建災防統⼀⾜場点検表〉を参照のこ

と。 
159 表 4-32 ※表中のａ、ｂ、ｃは図 4-100 参照 160 表 4-32 ※表中のａ、ｂ、ｃは図 4-103 参照 

163 下から 

3 ⾏⽬ 

・・・安衛則第 567条第２項に基づき、⾜場

を点検することが必要である（図 4-107 参

照）。異常を認めたときには直ちに補修しなけ

ればならないとされている。 

164 下から 

3 ⾏⽬ 

・・・安衛則第 567条第２項に基づき、⾜場

の点検者を指名して点検させ、異常を認めた

ときは、直ちに補修しなければならない（図 

4-107 参照）。 



 
 

16 
 
 

（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
164 上から 

2 ⾏⽬ 

・・・後及び地震や悪天候後に請負⼈の労働

者に⾜場を使⽤させるときは、⾜場における

作業を開始する前に安衛則第 655条第１項第

２号に基づき、つりわく⾜場を点検すること

が必要である。異常を認めたときは直ちに補

修しなければならないとされている。 

 ⾜場の点検事項と着眼点の⼀例を⽰すと表

4-35 のとおりである。 

 なお、この点検に際しては、厚⽣労働省安

全衛⽣部⻑通達において「⾜場等の安全点検

の確実な実施」が定められている。これによ

れば、点検表を⽤いて⾏うようにし、⾜場の

点検について事業者は、労働安全衛⽣法第 19

条の２に基づく⾜場の組⽴て等作業主任者能

⼒向上教育を受講している等⼗分な知識・経

験を有する者を点検者として指名することと

されている。点検者は点検結果を⼯事責任者

⼜は事業者に報告し、その記録を保存する。 

165 上から 

2 ⾏⽬ 

・・・及び地震や悪天候後に請負⼈の作業者

に⾜場を使⽤させるときは、⾜場における作

業を開始する前に安衛則第 655条第１項第２

号に基づき、つりわく⾜場の点検者を指名し

て点検させ、危険のおそれがあるときは、修

理しなければならない。 

 ⾜場の点検事項と着眼点の⼀例を⽰すと表

4-35 のとおりである。 

 なお、この点検に際しては、厚⽣労働省安

全衛⽣部⻑通達において「⾜場等の安全点検

の確実な実施」が定められている。これによ

れば、点検表※を⽤いて⾏うようにし、⾜場の

点検について事業者は、労働安全衛⽣法第 19

条の２に基づく⾜場の組⽴て等作業主任者能

⼒向上教育を受講している等⼗分な知識・経

験を有する者を点検者として指名すること。

点検者は点検結果を⼯事責任者⼜は事業者に

報告する。注⽂者（元⽅事業者）は、請け負

ったすべての仕事が終了するまでの間、記録

を保存する。 
164 ページ 

下部 

（⽂章追加） 165 ページ 

下部 

※点検表については、⾜場の組⽴て後等安全

点検表〈建災防統⼀⾜場点検表〉を参照のこ

と。 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
176 上から 

4 ⾏⽬ 

・・・安衛則第 567条第２項に基づき⾜場を

点検することが必要である。異常を認めたと

きは直ちに補修しなければならないとされて

いる。 

 また、元⽅事業者等の注⽂者は、つり棚⾜

場の組⽴て、⼀部の解体もしくは変更の後及

び地震や悪天候後に請負⼈の労働者に⾜場を

使⽤させるときは、⾜場における作業を開始

する前に安衛則第 655条第１項第２号に基づ

き、つり棚⾜場を点検することが必要である。

異常を認めたときは直ちに補修しなければな

らないとされている。 

 ⾜場の点検事項と着眼点の⼀例を⽰すと表

4-37 及び表 4-38 のとおりである。 

 なお、この点検に際しては、厚⽣労働省安

全衛⽣部⻑通連において「⾜場等の安全点検

の確実な実施」が定めれれている。これによ

れば、点検表を⽤いて⾏うようにし、⾜場の

点検について事業者は、労働安全衛⽣法第 19

条の２に基づく⾜場の組⽴て等作業主任者能

⼒向上教育を受講している等⼗分な知識・経

験を有する者を点検者として指名することと

されている。点検者は、点検結果を⼯事責任

者⼜は事業者に報告し、その記録を保存する。 

177 上から 

4 ⾏⽬ 

・・・安衛則第 567条第２項に基づき⾜場の

点検者を指名して点検させ、異常を認めたと

きは直ちに補修しなければならない。 

 また、元⽅事業者等の注⽂者は、つり棚⾜

場の組⽴て、⼀部の解体もしくは変更の後及

び地震や悪天候後に請負⼈の作業者に⾜場を

使⽤させるときは、⾜場における作業を開始

する前に安衛則第 655条第１項第２号に基づ

き、つり棚⾜場の点検者を指名して点検させ、

危険のおそれがあるときは修理しなければな

らない。 

 ⾜場の点検事項と着眼点の⼀例を⽰すと表

4-37 及び表 4-38 のとおりである。 

 なお、この点検に際しては、厚⽣労働省安

全衛⽣部⻑通連において「⾜場等の安全点検

の確実な実施」が定めれれている。これによ

れば、点検表※を⽤いて⾏うようにし、⾜場の

点検について事業者は、労働安全衛⽣法第 19

条の２に基づく⾜場の組⽴て等作業主任者能

⼒向上教育を受講している等⼗分な知識・経

験を有する者を点検者として指名すること。

点検者は、点検結果を⼯事責任者⼜は事業者

に報告する。注⽂者（元⽅事業者）は、請け

負ったすべての仕事が終了するまでの間、記

録を保存する。 

176 ページ 

下部 

（⽂章追加） 177 ページ 

下部 

※点検表については、⾜場の組⽴て後等安全

点検表〈建災防統⼀⾜場点検表〉を参照のこ

と。 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
184 上から 

8 ⾏⽬ 

・・・安衛則第 567条第２項に基づき、⾜場

を点検することが必要である。異常を認めた

ときは直ちに補修しなければならないとされ

ている。 

 また、元⽅事業者等の注⽂者は、丸太⾜場

の組⽴て、変更及び地震や悪天候後に請負⼈

の労働者に⾜場を使⽤させるときは、⾜場に

おける作業を開始する前に安衛則第 655条第

２項に基づき、丸太⾜場を点検することが必

要である。異常を認めたときは直ちに補修し

なければならないとされている。 

 ⾜場の点検事項と着眼点の⼀例を⽰すと表

4-39のとおりである。 

 なお、この点検に際しては、厚⽣労働省安

全衛⽣部⻑通達において「⾜場等の安全点検

の確実な実施」が定められている。これによ

れば、点検表を⽤いて⾏うようにし、⾜場の

点検について事業者は、労働安全衛⽣法第 19

条の２に基づく⾜場の組⽴て等作業主任者能

⼒向上教育を受講している等⼗分な知識・経

験を有する者を点検者として指名することと

されている。点検者は、点検結果を⼯事責任

者⼜は事業者に報告し、その記録を保存する。 

185 上から 

8 ⾏⽬ 

・・・安衛則第 567条第２項に基づき、⾜場

の点検者を指名して点検させ、異常を認めた

ときは直ちに補修しなければならない。 

 また、元⽅事業者等の注⽂者は、丸太⾜場

の組⽴て、変更及び地震や悪天候後に請負⼈

の作業者に⾜場を使⽤させるときは、⾜場に

おける作業を開始する前に安衛則第 655条第

２項に基づき、丸太⾜場の点検者を指名して

点検させ、危険のおそれがあるときは修理し

なければならない。 

 ⾜場の点検事項と着眼点の⼀例を⽰すと表

4-39のとおりである。 

 なお、この点検に際しては、厚⽣労働省安

全衛⽣部⻑通達において「⾜場等の安全点検

の確実な実施」が定められている。これによ

れば、点検表※を⽤いて⾏うようにし、⾜場の

点検について事業者は、労働安全衛⽣法第 19

条の２に基づく⾜場の組⽴て等作業主任者能

⼒向上教育を受講している等⼗分な知識・経

験を有する者を点検者として指名すること。

点検者は、点検結果を⼯事責任者⼜は事業者

に報告する。注⽂者（元⽅事業者）は、請け

負ったすべての仕事が終了するまでの間、記

録を保存する。 

184 ページ 

下部 

（⽂章追加） 185 ページ 

下部 

※点検表については、⾜場の組⽴て後等安全

点検表〈建災防統⼀⾜場点検表〉を参照のこ

と。 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
187 図 4-

129 

（⾚枠を変更） 188 図 4-

129 

 

  
190 上から 

5 ⾏⽬ 

（⽂章追加） 191 上から 

5 ⾏⽬ 

 安衛則第 567条第２項及び安衛則第 655条

第１項第２号に基づき⾜場の点検者を指名し 

て点検させること。 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
195 上から 

6 ⾏⽬ 

（⾚枠を変更） 196 上から 

5 ⾏⽬

の次⾏ 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
196 上から 

6 ⾏⽬ 

（⾚枠を変更） 197    
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
198 図 4-

137 

（⾚枠を変更） 199 図 4-

137 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
200 図 4-

138 

（⾚枠を変更） 200 図 4-

138 

 

 

 

202 上から 

10 ⾏⽬ 

② ①の箇所への関係労働者以外の者の⽴⼊

りを禁⽌する。 

202 上から 

10 ⾏⽬ 

② ①の箇所への関係作業者以外の者の⽴⼊

りを禁⽌する。 

203 下から 

2 ⾏⽬ 

・・・現場の状況に合つた安全ネットを⾜場

の２層以下の間隔ごとに設けるか、作業者に

安全帯を使⽤させる。 

203 下から 

2 ⾏⽬ 

・・・現場の状況に合った安全ネットを⾜場

の２層以下の間隔ごとに設けるか、作業者に

安全帯を使⽤させる。 

205 上から 

8 ⾏⽬ 

 ［（⼀社）仮設⼯業会「親綱⽀柱･⽀柱⽤親

綱・緊張器等の使⽤基準」（2019.12.12施⾏）］

より。 

205 上から 

8 ⾏⽬ 

削除 

208 上から 

4 ⾏⽬ 

・・・厚⽣労働省が指針注１）を公表しているの

で、これに基づいて使⽤する。 

208 上から 

4 ⾏⽬ 

・・・厚⽣労働省が指針注１）を公表してい

るので、ネットの構造、強度、設置⽅法等に

基づいて使⽤する。 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
210 図 4-

153 

（⾚枠を追加） 210 図 4-

153 

 

 

 
211  （⾚枠を変更） 211   
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
212  （右記⾚枠を追加） 212  図 4-155、写真 4-13 を挿⼊することで以降図

と写真の番号が変わる 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
213 図 4-

155 

図 4-154 防護棚（朝顔）の例 213 図 4-

156 

図 4-156 防護棚（朝顔）の例（上桟、下桟、

幅⽊は省略） 

213 図 4-

156 

（⾚枠を修正） 213 図 4-

157 

 

  

224 上から 

14 ⾏⽬ 

 安衛則 567条第２項に掲げる項⽬の点検を

⾏うほか、次の事項を点検する。 

224 上から 

14 ⾏⽬ 

 安衛則 567 条第２項に掲げる項⽬の点検

（⾜場の点検時に点検者の指名の義務付け）

を⾏うほか、次の事項を点検する。 

225 図 5-1 （⾚枠を修正） 225 図 5-1  

  

226 上から 

4 ⾏⽬ 

・・・⽟掛けワイヤロープ等の鋼材等を取り

扱う場合は⽪⼿袋、・・・ 

226 上から 

4 ⾏⽬ 

・・・⽟掛けワイヤロープ等の鋼材等を取り

扱う場合はかわ⼿袋、・・・ 

226 写真 5-

1 

⽪⼿袋 226 写真 5-

1 

かわ⼿袋 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
229 上から 

6 ⾏⽬ 

 なお、本書では関係法令の条⽂を除き、建

設現場における指差し呼称等の安全活動にお

いて、「安全帯」という⽤語が定着しているこ

とから、「墜落制⽌⽤器具」を「安全帯」と表

記する。 

229 上から 

6 ⾏⽬ 

削除 

231 図 5-4 （⾚枠を修正） 231 図 5-4  

 

 
231 図 5-5 （⾚枠を修正） 231 図 5-5  

 

 

233 下から 

10 ⾏⽬ 

 使⽤する者の体重と装備品の合計の質量が

使⽤可能な最⼤質量を超えないよう・・・ 

233 下から 

11 ⾏⽬ 

 使⽤する作業者の体重と装備品の合計の質

量が使⽤可能な最⼤質量を超えない・・・ 

233 挿絵下 （100kg ⽤が適切な者） 233 挿絵下 （100kg ⽤が適切な作業者） 

241 図 5-9 （⾚枠を修正） 241 図 5-9  
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
249 上から 

13 ⾏⽬ 

④ ロングスパン⼯事⽤エレベータ等は、定

められた者以外の者が運転をしてはならな

い。 

249 上から 

13 ⾏⽬ 

④ ロングスパン⼯事⽤エレベータ等は、指

名された者以外の者が運転をしてはならな

い。 

253 図 5-15 （⾚枠を修正） 253 図 5-15  

 
 

273 上から 

5 ⾏⽬ 

・・・作業終了後の三つの場で作業の教育・

指導を繰り返すのが適切である。 

ｌ．作業開始前の教育・指導 

  ④  作業の位置、重要性などを知らせ、

作業の仕⽅を動作に表わして⾒せ、な

ぜそうするのか、その理由（わけ）を

教え、安全作業の進め⽅を理解させ

る。 

  

２．作業中の教育・指導 

 作業中は、作業者が作業⼿順や安全のルー

ルを守っているかを確認し、不安全な⾏動や

不適切な作業をしているときは、直ぐその場

で教育・指導する。 

  ② 作業のやり⽅を適切に指⽰（⼯程の

移りに応じて）し、⼿順どおり取り組

ませる。 

273 上から 

5 ⾏⽬ 

・・・作業終了後の３つの場で作業の教育・

指導を繰り返すのが適切である。 

ｌ．作業開始前の教育・指導 

  ④  作業の位置、重要性などを知らせ、

作業の仕⽅を動作に表わして⾒せ、な

ぜそうするのか、その理由を教え、安

全作業の進め⽅を理解させる。 

  

 

２．作業中の教育・指導 

 作業中は、作業者が作業⼿順や安全のルー

ルを守っているかを確認し、不安全な⾏動や

不適切な作業をしているときは、直ちにその

場で教育・指導する。 

  ② 作業のやり⽅を適切に指⽰（⼯程の

進捗に応じて）し、⼿順どおり取り組

ませる。 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
279 表 6-7

（1） 

（⾚枠を修正） 279 表 6-7

（1） 

P.284 表 6-7（2）まで共通とする 

 

  

288 上から 

8 ⾏⽬ 

・・・安全に、良く、早く、安く、しかも無

事故・無災害で⼯事を完成させることを⽬的

としている。 

288 上から 

8 ⾏⽬ 

・・・安全に、良く、適正な⼯期で、適正な

価格で、しかも無事故・無災害で⼯事を完成

させることを⽬的としている。 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
288 図 6-3 （⾚枠を修正） 288 図 6-3  

  

290 図 6-4 （⾚枠を修正） 290 図 6-4  
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
292 表 6-10 （⾚枠を追加） 292 表 6-10  
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
294 表 6-11 （⾚枠を修正） 294 表 6-11  

 

 

295 表 6-12 （⾚枠を修正） 295 表 6-12  

  

299 図 6-6 図 6-6 事前の準備 299 図 6-6 図 6-6 災害発⽣時の措置 

300 上から 

7 ⾏⽬ 

・・・建設現場の場合は元請業者と連携しな

がら措置をすることが⼤切であり、・・・ 

１）救急法の⼼得 

  作業員が負傷したり、・・・ 

300 上から 

7 ⾏⽬ 

・・・建設現場の場合は元請と連携しながら

措置をすることが⼤切であり、・・・ 

１）救急法の⼼得 

  作業者が負傷したり、・・・ 
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
300 図 6-7 （⾚枠を修正） 300 図 6-7  

  

301 表 6-14 （⾚枠を修正） 301 表 6-14  
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（旧版） 第 4 改訂 6 版（令和 4 年 7 ⽉ 28 ⽇） （新版） 第 4 改訂 7 版（令和 6 年 2 ⽉ 2 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
302 上から 

14 ⾏⽬ 

ア  出⾎しているとき：直ちに三⾓⼱等で⽌

⾎する。⽌⾎した時間は必ず記録しておく。

（荷札等に時間を記⼊して被災者に付けて

おくとよい。） 

 

オ  傷病者に反応がなく、普段どおりの呼吸

がない場合あるいはその判断に⾃信が持て

ない場合 

  直ちに救命⼿当（⼀次救命処置）を⾏う

とともに、医師または救急隊に引き継ぐ。 

 

＜⼼肺蘇⽣＞ 

○ 胸⾻圧迫 30 回と⼈⼯呼吸２回を繰り返

しておこなう⼼肺蘇⽣の実施⽅法について

は、平常から訓練によって体得していなけ

ればならない。 

302 上から 

14 ⾏⽬ 

ア  出⾎しているとき：きれいなガーゼやタ

オルなどを重ねて傷⼝に当て、その上を⼿

で直接圧迫する直接圧迫⽌⾎法が基本であ

る。⼤量の出⾎の場合は、⼿⾜に限って、

最終的な⼿段としてし⽌⾎帯法がある。 

オ  傷病者に反応がなく、普段どおりの呼吸

がない場合あるいはその判断に⾃信が持て

ない場合直ちに救命⼿当（⼀次救命処置：

⼼肺蘇⽣と AEDを⽤いた電気ショック）を

⾏うとともに、医師または救急隊に引き継

ぐ。 

＜⼼肺蘇⽣＞ 

○ 胸⾻圧迫 30 回と⼈⼯呼吸２回を繰り返

しておこなう。 

＜AEDを⽤いた電気ショック＞ 

○ AEDの電源を⼊れ、以降は⾳声指⽰と点

滅するランプに従って操作する。 

  ⼼肺蘇⽣や AEDの実施⽅法については、

平常から訓練によって体得していなければ

ならない。 

303 1 ⾏⽬ 第７節 リスクアセスメント（危険性⼜は有

害性等の調査）による安全対策 

303 1 ⾏⽬ 第７節 リスクアセスメントによる安全対策 

313 上から 

4 ⾏⽬ 

・・・労働安全衛⽣規則に規定されている。 313 上から 

4 ⾏⽬ 

・・・労働安全衛⽣規則に規定されている。 

 労働安全衛⽣法、施⾏令、規則の構成と本

書に取り上げた条⽂を表 7-2 に⽰す。 
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⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
315 表 7-2 （⾚枠を修正） 315 表 7-2  

  

331 第 36

条 

１、２ （略） 

５〜 10 の４ （略） 

13、14 （略） 

331 第 36

条 

1、2 省略 

4 の 2 〜 10 の 4 省略 

13、14 省略 

332 第 36

条 

 ロ （略） 

20 の２〜 38 （略） 

40 （略） 

332 第 36

条 

 ロ 省略 

20 の２〜 38 省略 

40 省略 

345 上から 

9⾏⽬ 

（条⽂追加） 345 上から 

9⾏⽬ 

（本⾜場の使⽤）【令和 6 年 4 ⽉ 1 ⽇施⾏】 

第 561条の２ 事業者は、幅が１メートル以

上の箇所において⾜場を使⽤するときは、本

⾜場を使⽤しなければならない。ただし、つ

り⾜場を使⽤するとき、⼜は障害物の存在そ

の他の⾜場を使⽤する場所の状況により本⾜

場を使⽤することが困難なときは、この限り

でない。 
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⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
349 第 567

条 

 事業者は、⾜場（つり⾜場を除く。）におけ

る作業を⾏うときは、その⽇の作業を開始す

る前に、作業を⾏う箇所に設けた⾜場⽤墜落

防⽌設備の取り外し及び脱落の有無について

点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し

なければならない。 

２ 事業者は、強⾵、⼤⾬、⼤雪等の悪天候

若しくは中震以上の地震⼜は⾜場の組⽴

て、⼀部解体若しくは変更の後において、

⾜場における作業を⾏うときは、作業を開

始する前に、次の事項について、点検し、

異常を認めたときは、直ちに補修しなけれ

ばならない。 

１〜９省略 

３  事業者は、・・・ 

 １ 当該点検の結果 

349 第 567

条 

 事業者は、⾜場（つり⾜場を除く。）におけ

る作業を⾏うときは、点検者を指名して、そ

の⽇の作業を開始する前に、作業を⾏う箇所

に設けた⾜場⽤墜落防⽌設備の取り外し及び

脱落の有無について点検させ、異常を認めた

ときは、直ちに補修しなければならない。 

２ 事業者は、強⾵、⼤⾬、⼤雪等の悪天候

若しくは中震以上の地震⼜は⾜場の組⽴

て、⼀部解体若しくは変更の後において、

⾜場における作業を⾏うときは、点検者を

指名して、作業を開始する前に、次の事項

について点検させ、異常を認めたときは、

直ちに補修しなければならない。 

１〜９省略 

３  事業者は、・・・ 

 1 当該点検の結果及び点検者の⽒名 

349 第 568

条 

 事業者は、つり⾜場における作業を⾏うと

きは、その⽇の作業を開始する前に、前条第

２項第１号から第５号まで、第７号及び第９

号に掲げる事項について、点検し、異常を認

めたときは、直ちに補修しなければならない。 

349 第 568

条 

 事業者は、つり⾜場における作業を⾏うと

きは、点検者を指名して、その⽇の作業を開

始する前に、前条第２項第１号から第５号ま

で、第７号及び第９号に掲げる事項について

点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修

しなければならない。 

354 第 575

条の 2 

３ （略） 354 第 575

条の 2 

３ 省略 

359 第 655

条 

 ２ 強⾵、⼤⾬、⼤雪等の悪天候若しくは

中震以上の地震⼜は⾜場の組⽴て、⼀部

解体若しくは変更の後においては、⾜場

における作業を開始する前に、次の事項

について点検し、危険のおそれがあると

きは、速やかに修理すること。 

 

   イ〜リ省略 

２ 注⽂者は、・・・ 

 １  当該点検の結果 

359 第 655

条 

 2 強⾵、⼤⾬、⼤雪等の悪天候若しくは中

震以上の地震⼜は⾜場の組⽴て、⼀部解

体若しくは変更の後においては、点検者

を指名して、⾜場における作業を開始す

る前に、次の事項について点検させ、危険

のおそれがあるときは、速やかに修理す

ること。 

   イ〜リ省略 

２  注⽂者は、・・・ 

 1  当該点検の結果及び点検者の⽒名 

360 上から 

3 ⾏⽬ 

３  前２号に定めるもののほか、 360 上から 

3 ⾏⽬ 

3  前⼆号に定めるもののほか、 
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⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
360 第 655

条の 2 

 ３  前２号に定めるもののほか、 360 第 655

条の 2 

 3  前⼆号に定めるもののほか、 

371 ページ 371-375 まで全⾯変更 

５「 ⾦属製⾜場板」及び「幅⽊」の認定基準

の⼀部改正について 

371  371-373 まで全⾯変更 

５「 ⾦属製⾜場板」及び「幅⽊」の認定基準 

380 上から 

14 ⾏⽬ 

（削除） 380   

 

（削除） 

 


